
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市 民 投 票 の 手 順 

市 民 請 求 

投票資格者名簿の登録者数の総数の６
分の１以上の署名押印を集めて、市長に

市民投票実施を請求する。  
  ※条例第 4条第 1項 

＜署名の収集手続は次頁＞ 

議 会 請 求 

議員定数の 12 分の１以上の数の議員の
賛同を得て議員提案し、出席議員の過半

数の議決を経て、市長に市民投票の実施
を請求する。     

 ※条例第 4条第 3項 

市  長  

市長は、自ら市民投票を実施することがで

きる。   
     ※条例第 4条第 4項 

請求の内容が政策等の重要事項であるかなど、規則等で定める要件に該当するかを確認 

（条例第 2条各号に該当していないかどうかなど）  

請求の内容が条例第２条各号に該当する場合、

又は条例第７条に定められた形式でない場合 

政策等の重要事項であり、賛成又は反対を問う形式（条例第７条）を満

たしている場合 

市民投票は実施しない 
※条例第４条第６項 市民投票の実施の決定 ※条例第４条第６項 

市民投票実施の請求があったとき又は市長自ら市民投票を実施するときはその要旨の告示※条例第4条第5項               
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市民投票の期日の決定・告示（30 日経過後 90 日以内） 

※投票日の７日前までに告示する。    ※条例第８条各項 

投票資格者名簿の登録      ※規則第３条第２項 

（期日前投票・不在者投票）                 ※規則第２１条 
 

投票運動は自由とする。 
ただし、買収、脅迫等そ
の他投票資格者の自由
な意見が拘束され、若し
くは不当に干渉され、又
は市民の平穏な生活環
境が侵害されるもので
あってはならない。 

※条例第 10条 

投票運動 

                   市  民  投  票  （賛成又は反対に○を記載する） 
投票者が投票資格者名簿登録
者の 2分の１未満の場合 投票者数が投票資格者名簿登録者の 2分の 1以上の場合 

     成 立（開票する）※条例第11条第1項 不成立（開票する） 

成立・不成立及び投票結果の告示・通知 
※市民請求による市民投票である場合は請求代表者へ、議会請求によるもので

ある場合は議会の議長へ通知する。 
 

成立した場合   投票結果の尊重 

※条例第 11条第 1項ただし書 

※条例第 12条 

市 議 会  市   長  

※条例第 13条 

※規則第 19条 

市
長
が
実
施
の
場
合 

 市長 

市民投票の結果
が告示されてか
ら 2 年が経過す

るまでの間は、当
該市民投票の事
項と同一の事項

について市民投
票を実施するこ
とができない。 

 ※条例第14条 



 

 

 
 
 
 
 

市民投票に係る市民請求の手続 

① 市長に市民投票請求代表者証明書
の交付申請 
 ※市民投票請求書を添付する。 

① 提出された申請書等の審査 

提出された書類が適正
でない場合 
※市民投票請求書に記載

された対象とする事項が

条例第 2 条に合致しない

とき、設問の形式が適当で

ないとき、不備があるとき

等は、補正を求める。 

提出された書類
が適正である場
合 ① 請求代表者証明書の

交付を申請した人が、補
正しないときは、 
申請を却下 

① 申請者が投票資格者名簿に登録されているか
どうかを確認 

登録されていない場合 登録されている場合 申請を却下 

① 市民投票請求代表者証明書の交付 

② 署名・押印の収集 

市民投票請求署名簿に市民投票請求

書・代表者証明書又はその写しを添え

て、署名、押印を収集する。 

署名・押印の収集の委任 署名収集委任届の提出 
① 代表者証明書の交付、
必要署名数の告示 

必要な署名数以上の署名・押印の収集 

署名・押印の収集 

１月以内 

③ 市長に署名簿を提出 

③ 署名簿の審査 ２０日以内 
 ※署名は、審査終了時に投票資格者名簿に登録

されている者について、有効となる。 
  
有効署名・押印数が必要

数に不足している場合 

有効署名・押印数が必要

数を超えている場合 

市民投票の請求のための署名
に係る一連の手続の終了 

⑤ 署名及び押印の総
数、有効署名、無効署
名の総数を記載した
署名簿の返付と市民
投票請求署名簿証明
書の交付 

⑤ 返付された署名簿の受理 

  市民投票請求署名簿証明書の受理 

⑥市長に対し市民投票の請求   
 ※市民投票請求書に市民投票請求署名簿証明書と署名簿を添えて請求する。 

５日以内 

④ 署名簿の縦覧 ７日間 

④ 意義の申出 

④ 意義の申出の審査・
効力の決定 
縦覧開始日から１４日以内 

 市長  市民 

※規則第13条第2項 

※規則第13条第3項 

※規則第13条第4項 

※規則第14条 

※規則第14条第2項 

※規則第14条第4項 

※規則第15条第1項 

※規則第15条 

※規則第13条第4項 

※規則第13条第4・5項 

※規則第16条 
※地方自治法第74条の2第1項 

※自治法第74条の２第２項 

※自治法第74条の２ 
第４項 

※自治法第74条の２第５項 
※規則第17条 

 自治法第74条の2第6項 

※規則第18条 

※規則第13条第1項 

※規則第14条第3項 

５日以内 

※条例第4条第1項 


